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改
正
入
管
法
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
五
月
二
十
四
日
に
公
布
さ
れ
た
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
の
う
ち
、
テ
ロ
対
策
に

か
か
る
部
分
の
施
行
日
は
、
公
布
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
ヵ
月
を
超
え
な
い
範
囲
と
さ
れ
て
お
り
、
現
在
、
施
策
立
案
中
で

あ
る
と
聞
い
て
い
る
。
テ
ロ
対
策
の
実
施
、
と
り
わ
け
、
指
紋
等
個
人
識
別
情
報
の
利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や

人
権
に
配
慮
し
た
施
策
お
よ
び
制
度
作
り
が
法
施
行
ま
で
に
必
要
と
考
え
、
緊
急
を
要
す
る
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

�

「
上
陸
審
査
時
に
お
け
る
外
国
人
の
個
人
識
別
情
報
の
提
供
の
義
務
化
（
以
下
、
Ｕ
Ｓ－

Ｖ
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｔ
日
本
版
と
す

る
）
」
に
つ
い
て

（
�
）

政
府
は
、
Ｕ
Ｓ－

Ｖ
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｔ
日
本
版
の
導
入
時
期
を
い
つ
頃
と
考
え
て
い
る
か
。

（
�
）

米
国
で
は
、
Ｕ
Ｓ－

Ｖ
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｔ
に
よ
り
テ
ロ
リ
ス
ト
を
摘
発
し
た
ケ
ー
ス
は
極
少
な
い
と
報
じ
ら
れ
て
い
る

が
、
実
態
を
把
握
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
指
紋
情
報
の
利
用
が
テ
ロ
リ
ス
ト
の
摘
発
に
効
果
が
あ
る
と
考
え
る
か
。

�

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
影
響
評
価
（
以
下
、
Ｐ
Ｉ
Ａ
と
す
る
）
の
実
施
に
つ
い
て

（
�
）

Ｐ
Ｉ
Ａ
の
実
施
に
当
た
り
、
ど
の
よ
う
な
体
制
を
つ
く
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
法
務
省
が
検
討
し
て
い
る
の
か
、

一



そ
の
体
制
に
第
三
者
を
含
む
専
門
家
を
含
め
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
他
省
庁
と
の
連
携
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

（
�
）

政
府
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
概
念
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
Ｐ
Ｉ
Ａ
の
基
準
は
、
ど

の
よ
う
な
も
の
を
想
定
し
て
い
る
か
。

（
�
）

今
後
、
米
国
電
子
政
府
法
（
二
〇
〇
二
年
）
の
よ
う
に
、
Ｐ
Ｉ
Ａ
を
政
府
・
自
治
体
に
共
通
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保

護
政
策
と
し
て
法
的
義
務
化
す
る
意
向
は
あ
る
か
。

�

テ
ロ
リ
ス
ト
の
認
定
に
つ
い
て

（
�
）

テ
ロ
リ
ス
ト
の
認
定
に
お
い
て
誤
り
を
避
け
る
た
め
に
は
、
国
内
外
の
情
報
の
精
査
が
特
に
大
切
だ
。

テ
ロ
リ
ス
ト
認
定
の
た
め
の
「
テ
ロ
リ
ス
ト
認
定
関
係
省
庁
連
絡
会
議
」
の
運
営
の
中
で
、
こ
の
点
は
、
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
か
。

（
�
）

テ
ロ
リ
ス
ト
認
定
の
た
め
の
情
報
収
集
活
動
に
お
い
て
、
諸
外
国
と
の
連
携
な
ど
ど
の
よ
う
な
体
制
で
臨
ん
で
い

る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


